
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技能実習制度を廃止すべきとの中間報告書のたたき台が示されました 

 

◆技能実習制度・特定技能制度のあり方を検討 

 現行の技能実習法等において、施行から一定期間経過後に法律の規定について検討を加える

と規定されているのを踏まえ、令和４年 12月から有識者会議にて議論が行われてきました。 

 ４月 10日、中間報告書のたたき台がまとめられ、「技能実習制度を廃止し、人材確保と人材

育成を目的とする新たな制度の創設を検討すべ・きである」と示されました。 

 

◆新たな制度はどんな制度？ 

 検討の基本的な考え方として、(1)制度目的と実態を踏まえた制度の在り方（技能実習）、(2)

外国人が成長しつつ、中長期に活躍できる制度（キャリアパス）の構築、(3)受入れ見込数の設

定等のあり方、(4)転籍のあり方（技能実習）、(5)管理監督や支援体制のあり方、(6)外国人の

日本語能力向上に向けた取組み、の６項目が挙げられています。 

 

◆具体的にどう変わる？ 

 上記６項目のうち、例えば(2)は「外国人がキャリアアップしつつ我が国で修得した技能等を

さらにいかすことができる制度とする」、また(4)は「人材育成に由来する転籍制限は、限定的

に残しつつも、制度目的に人材確保を位置づけることから、制度趣旨と外国人の保護の観点か

ら、従来より緩和する」とされ、最終報告書までにさらに議論されます。 

 

◆管理監督や支援体制のあり方等も議論の対象 

 監理団体や登録支援機関の要件厳格化や悪質な送出機関の排除等に向けた取組み強化のほ

か、来日前外国人の日本語能力向上（コスト負担の在り方を含む）等も議論の対象となってい

ます。 

【出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（第５

回）」】 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00063.html 
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令和５年度 労働保険の年度更新の注意点 ～例年の算定方法と異なります 

 

◆労働保険の年度更新とは 

労働保険の保険料は、毎年４月１日から翌年３月 31日までの１年間（保険年度）を単位とし

て計算されることになっており、その額はすべての労働者（雇用保険については、被保険者）

に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっ

ています。 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあ

とに精算することになっているため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料

の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。

これが「年度更新」の手続きです。 

この手続きは、毎年６月１日～７月 10日に行わなければなりません。 

 

◆令和５年度の注意点 

令和４年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和４年度確定保険料の算定に

おいて、一元適用事業および二元適用事業（雇用保険）の場合は、保険料算定基礎額と保険料

額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期（令和４年４月１日～同年９月 30日）と後期（令和

４年 10月１日～令和５年３月 31日）に分けて算出する必要があります。 

これに伴い、令和５年度の年度更新について、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定

基礎賃金集計表の様式が変更されているので、注意が必要です。 

 なお、二元適用事業（労災保険）の場合は、令和４年度の確定保険料の算定方法は例年と変

更ありません。 

 また、一般拠出金および特別加入保険料の算定方法についても例年と変更ありません。 

【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudo

uhoken21/index.html 

  



 

 

 

令和６年４月から労働条件明示ルールが改正されます 

 

◆労働条件明示事項が追加に 

 労働基準法施行規則等の改正により、令和６年４月から労働条件明示のルールが変わりま

す。具体的には、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。明

示が必要なタイミングごとに、新しく追加される明示事項を見てみましょう。 

１ すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 

 →明示事項①：就業場所・業務の変更の範囲 

２ 有期労働契約の締結時と更新時 

 →明示事項②：更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内 

 容 

 ※あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を

労働者にあらかじめ説明することが必要になります。 

３ 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 

 →明示事項③：無期転換申込機会、明示事項④：無期転換後の労働条件 

 ※あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等

とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなら

ないこととなります。 

 

◆労働条件通知書を見直しましょう 

 上記１については、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、

「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必

要になります。改正に適応した労働条件通知書となるよう、書式を見直しましょう。また、有

期契約労働者については、上記２・３に基づき、会社の方針を踏まえしっかりと説明する必要

があることに注意しましょう。労働条件通知書の見直しについては、弊所へご相談ください。 

【厚生労働省「労働条件明示改正リーフレット」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf 

  



 

 

｢シフト制勤務｣で働く非正規労働者の働き方の実態と課題 

 

◆シフト制勤務者の雇用管理と働き方の実態を調査 

独立行政法人労働政策研究・研修機構が３月 31 日、｢シフト制勤務｣で働く非正規労働者の実

態等に関する調査結果」を公表しました（実査期間 2021 年９月 10 日～16 日）。この結果から言

えることをご紹介します。 

※この調査でいう非正規労働者（日雇いを除く）とは、いわゆるシフト制勤務者とオンコール勤

務者を合わせた「シフト制勤務群」、固定した勤務日と勤務時間が決められている固定勤務者、

交代制勤務者です。 

 

◆労働条件の通知状況 

勤め先で働き始めるにあたっての労働条件の明示状況について、シフト制勤務群については次

のようになっています（複数回答）。 

・書面での交付…59.5％ 

・FAX・メール等での明示…3.7％ 

・口頭での説明…25.4％ 

・一切受けていない…20.6％ 

シフト勤務群については固定勤務者や交代制勤務者の場合に比較して、口頭での説明や一切説

明を受けていないという割合が高く、その分、書面での交付割合が少なくなっています（固定：

70.2％、交代制：68.4％）。 

労働条件をめぐるトラブルを防ぐには、労働条件を書面で明示するほか、法律や就業規則を周

知することも重要です。機会をとらえて実施していきましょう。 

 

◆コミュニケーション不足はトラブルのもと 

同調査では、シフト制（交代制を含む）という働き方をより良いものにするために改善して欲

しいことについても尋ねています。 

「特にない」という回答も多い一方、「具体的な勤務日等（シフト等）をある程度の余裕をもっ

て示してほしい」「具体的な勤務日等（シフト等）の決定にあたっては、労働者の希望を十分踏ま

えてほしい」といった、会社とのコミュニケーション不足がうかがわれる回答が目立っています。 

職場のコミュニケーション不足は、職場に対する安心感や信頼感を不足させ、認識の行き違い

からハラスメント問題が発生しやすくなるなど、トラブルの温床を作り出すことになります。積

極的に労働者の希望を聞くなどの対応が必要でしょう。 

【独立行政法人労働政策研究・研修機構「｢シフト制勤務｣で働く非正規労働者の実態等に関する

調査結果」】 

https://www.jil.go.jp/institute/research/2023/227.html 

 


